
刈草提供期間・申込先及び除草区間  

 

  刈草の提供期間及び除草区間は以下のとおりです。 

 ただし、除草箇所の順番による提供不可能時期や除草を行わないエリアなどがありま

 すので、申込の際にご確認ください。 

  また申し込みは随時受け付け（平日のみとし、土・日・祝日は除く）していますが、除

 草後一定の期間をおいた後に「申し込みがない」と当方で判断した場合は刈草の状態 

により処分しますので、その際はご了承願います。 

 

  【刈草提供期間】 

   ６月上旬～１０月下旬 

       ※作業状況により各出張所及び場所によって提供時期が異なります。 

 

  【申込先及び除草区間】 

   ◆酒田出張所管内 

・酒田出張所 〒998-0838 酒田市山居町2-12-14  TEL.0234-22-3604 

 

 

 

 

 

 

 

・提供範囲 

最上川下流（右 岸）：最上川河口～最上橋梁（JR)（酒田市砂越） 

〃  （左 岸）：最上川河口～堀野樋門（東田川郡庄内町） 

京 田 川（左右岸）：最上川合流点～新広田橋（国道7号） 

 

   ◆飽海出張所管内 

・飽海出張所 〒999-6811 酒田市柏谷沢字内山40-1 TEL.0234-57-2077 

 

 

 

 

 

 

 

・提供範囲 

最上川下流（右 岸）：最上橋梁（JR)（酒田市砂越）～最上川さみだれ大堰 

〃  （左 岸）：堀野樋門（東田川郡庄内町）～最上川さみだれ大堰 

相 沢 川（左右岸）：最上川合流点～大石橋（県道40号） 



 

   ◆赤川出張所管内 

・赤川出張所 〒997-0011 鶴岡市宝田2-3-55 TEL.0235-23-2032 

 

 

 

 

 

 

 

・提供範囲 

赤 川（左右岸）：新川橋（県道357号）～熊出赤川橋（山形自動車道） 

 

熊出赤川橋 

新川橋 


